
入
管
法
改
正
の
背
景
と
要
因

　

２
０
１
９
年（
平
成
31
）４
月
１
日
の

改
正
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

（
以
下「
入
管
法
」）施
行
か
ら
、
２
カ
月

が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
改

正
法
が
18
年
12
月
８
日
に
わ
ず
か
38
時

間
と
い
う
短
い
審
議
時
間
を
経
て
、
駆

け
込
み
成
立
し
た
際
の
国
会
の
混
乱

ぶ
り
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
だ
。

当
時
の
報
道
で
は
、
国
会
や
国
会
議
員

の
混
迷
す
る
姿
ば
か
り
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
、
政
府
か
ら
肝
心
の
改
正
法

の
中
身
や
将
来
の
日
本
の
労
働
環
境
、

ひ
い
て
は
国
柄
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ

て
い
く
可
能
性
が
あ
る
の
か
な
ど
、
重

要
な
点
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
が
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
国
民
は
今
回
の

法
改
正
の
実
態
を
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、

新
制
度
が
走
り
始
め
て
し
ま
っ
た
感
が

あ
る
。

　

今
回
の
入
管
法
改
正
の
大
枠
は
、
日

本
が
従
来
の
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入

れ
政
策
を
大
転
換
し
、
こ
れ
ま
で
タ
ブ

ー
と
し
て
い
た
一
定
の
業
務
に
お
い
て
、

外
国
人
労
働
者
の
就
労
を
解
禁
し
た
と

い
う
こ
と
だ
。
簡
単
に
い
う
と
、
国
内
で

人
手
不
足
が
著
し
い
業
種（
14
業
種
・

図
表
‐
１
参
照
）に
限
定
し
、
外
国
人

労
働
者
受
け
入
れ
拡
大
を
図
る
た
め

「
特
定
技
能
１
号
」と「
特
定
技
能
２
号
」

と
い
う
在
留
資
格＊
＊

（
就
労
ビ
ザ
）が
創
設

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
在
留
資
格
の
下
・

図
表
‐
１
の
14
業
種
の
労
働
現
場
に
お

い
て
、
こ
れ
ま
で
外
国
人
が
従
事
で
き

な
か
っ
た
一
定
の
業
務
を
行
え
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
移
民
政
策
を
否
定
し
て
き
た

日
本
政
府
が
強
引
と
も
い
え
る
ほ
ど
拙

速
な
法
改
正
を
行
い
、
外
国
人
労
働
者

拡
大
に
舵
を
切
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
国
内
の
生
産
年
齢
人
口（
日
本

の
人
口
に
占
め
る
15
歳
か
ら
64
歳
の
年

齢
の
者
）の
減
少
に
よ
る
労
働
者
不
足

が
要
因
だ
。

　

現
在
の
日
本
の
労
働
市
場
は
、
有

効
求
人
倍
率
１
・
63
倍（
19
年
３
月
）

で
、
１
６
３
件
の
求
人
に
対
し
１
０
０

人
の
労
働
者
し
か
充
足
で
き
て
い
な
い

と
い
う
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
労

働
力
不
足
は
一
時
的
な
問
題
で
は
な

く
、今
後
の
日
本
人
の
労
働
力
人
口
は
、

２
０
４
０
年
ま
で
の
間
に
毎
年
十
数
万

〜
１
０
０
万
人
単
位
で
不
足
す
る
と
予

測
さ
れ
て
い
る（
総
務
省
：
生
産
性
人

口
の
減
少
／
17
年
）。
加
え
て
、
労
働
者

が
地
方
か
ら
大
都
市
圏
に
集
中
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
過
疎
化
す
る
地
方
経
済

の
衰
退
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
問
題
に

つ
い
て
も
解
決
の
兆
し
は
見
え
な
い
。

　

政
府
は
こ
の
よ
う
に
深
刻
な
労
働
者

不
足
に
苦
し
む
産
業
界
や
地
方
の
要
請

に
強
く
押
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
入
管
法

の
改
正
を
断
行
し
、
建
前
上
は
こ
れ
ま

で
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
た
単
純
労
働
現

場
へ
の
外
国
人
労
働
者
解
禁
に
踏
み
切

っ
た
の
で
あ
る
。

入
管
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
―

「
特
定
技
能
１
号
・
２
号
」で

外
国
人
を
雇
用
す
る
に
は

　　

今
回
の
入
管
法
改
正
に
関
す
る
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
は
、
主
に
以
下
の
３
点
だ
。

①
そ
れ
ま
で
法
務
省（
入
国
管
理
局
）が

所
管
し
て
い
た
外
国
人
の「
出
入
国

管
理
」（
上
陸
・
入
国
・
出
国
）に
関

す
る
事
項
を
、
改
正
に
よ
っ
て「
出
入

国
お
よ
び
在
留
の
公
正
な
管
理
」に

拡
大

②
改
正
前
は
法
務
省
の
内
部
部
局
の
一

つ
だ
っ
た
入
国
管
理
局
が
格
上
げ
さ

れ
、
外
局
と
し
て
新
た
に
出
入
国
在

留
管
理
庁
を
設
置

　

①
と
②
に
よ
っ
て
、
外
国
人
管
理
の

対
象
が「
出
入
国
」に
加
え
て「
在
留
」の

部
分
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
こ
れ
を
行
う

改正入管法
新在留資格「特定技能」のポイントと実務

若松絵里社労士・行政書士事務所代表　若松絵里

＊＊ 在留資格:外国人が日本に上陸を許可される際に付与される滞在資格。20＊9年5月現在、全部で29種類あり、日本に在留する外国人は一部の例外をのぞき、すべていず
れかの在留資格を保持している。29種類の在留資格の内、就労が可能な在留資格のことを世間一般では「就労ビザ」と呼ぶことがある
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特
集
　
改
正
入
管
法
　
新
在
留
資
格「
特
定
技
能
」の
ポ
イ
ン
ト
と
実
務

の
が
従
来
の
入
国
管
理
局
か
ら
格
上
げ

さ
れ
た
出
入
国
在
留
管
理
庁
と
な
り
、

職
員
も
増
員
さ
れ
た
。

③
在
留
資
格「
特
定
技
能（
１
号
）（
２

号
）」が
創
設
さ
れ
、
一
定
の
業
務
に

お
い
て
、
外
国
人
雇
用
が
解
禁

　

以
下
、
本
稿
で
は
③
の
新
在
留
資
格

に
つ
い
て
解
説
し
た
い
。

１
．「
特
定
技
能
」を
取
得
し
た
外
国
人

が
従
事
で
き
る
業
務
内
容
は
決
ま

っ
て
い
る

　

図
表
‐
１
の
14
業
種
の
産
業
分
野
に

お
い
て
、
外
国
人
労
働
者
は
在
留
資
格

「
特
定
技
能
１
号
・
２
号
」を
取
得
し

て
、
一
定
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。た
だ
し
、対
象
の
14
業
種
で
あ
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
業
務
に
も
従
事
で
き
る
の

か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
改
正
入
管

法
で
は「
特
定
技
能
」の
在
留
資
格
を
持

つ
外
国
人
が
従
事
で
き
る
業
務
内
容
は

図
表
‐
２
の
と
お
り
、
産
業
分
野
ご
と

に
厳
格
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

な
お
、
採
用
を
内
定
し
た
外
国
人
に

在
留
資
格「
特
定
技
能
１
号
」を
取
得
さ

せ
る
た
め
、
雇
用
主
は
外
国
人
と
の
間

に
特
定
技
能
雇
用
契
約
を
取
り
交
わ
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
特
定
技
能
雇

用
契
約
に
は
彼
ら
が
従
事
す
る
業
務
を

明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
雇
用
主
は
基

本
的
に
、
特
定
技
能
雇
用
契
約
で
合
意

し
た
業
務
内
容
以
外
の
業
務
に
外
国
人

を
就
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
そ

の
点
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る（
た
だ

し
、
関
連
業
務
に
付
随
的
に
従
事
す
る

こ
と
は
可
能
）。

２
．
特
定
技
能
で
就
労
す
る
外
国
人
労

働
者
に
課
さ
れ
る
条
件

―
分
野

ご
と
の
技
能
評
価
試
験
と
日
本
語

能
力
試
験
の
合
格
が
条
件

　
「
特
定
技
能
１
号
」を
取
得
す
れ
ば
、

す
で
に
日
本
に
在
留
し
て
い
る
外
国
人
、

お
よ
び
現
在
海
外
に
い
る
外
国
人
を
呼

び
寄
せ
て
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

在
留
資
格
を
取
得
す
る
に
あ
た
り
、
外

国
人
本
人
に
課
さ
れ
る
条
件
は
、
図
表

‐
２
記
載
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業

分
野
で
実
施
さ
れ
る
特
定
技
能
１
号
評

価
試
験（
従
事
す
る
実
務
に
関
す
る
技

能
評
価
試
験
）と
日
本
語
能
力
試
験
へ

の
合
格
だ
。「
特
定
技
能
１
号
」の
取
得

図表‐1 国内の一定業務において、外国人労働者の就労が解禁された業種

産業分野

特定技能１号
今後5年間の

受け入れ見込数
（最大値）

特定技能２号
今後5年間の

受け入れ見込数
（最大値）

在留期間の
制限と永住申請の

可否

「受入れ機関」
（雇用主）に

求められる条件

①建設業 4万人 特定技能
1号：通算で最長5
年まで（更新要）
2号：更新回数の制
限がないため更新許
可がされれば無期限
永住申請 
1号：不可　2号：可

・外国人の受け入れ
に関する建設業者
団体に所属するこ
と（①建設業）

・国土交通省が行う
調査または指導に
対し、必要な協力
を行うこと　他

（①建設業、②造
船・舶用工業）他

②造船・
　舶用工業 1万3000人

③介護業 6万人

③～⑭業種
当面、特定技能
２号の受け入れ
予定はなし

③～⑭業種
特定技能1号のため
最長5年
永住申請は不可

厚生労働省が組織す
る協議会に参加し必
要な協力を行うこと
　　　　　　　　他

④ビルクリー
ニング業 3万7000人

⑤農業 3万6500人

農林水産省が組織す
る協議会に参加し必
要な協力を行うこと
　　　　　　　　他

⑥漁業 9000人

⑦飲食料品
　製造業 3万4000人

⑧外食業 5万3000人

⑨素形材産業 2万1500人 

経済産業省が組織す
る協議会に参加し必
要な協力を行うこと
　 　 　 　 　 　 　 他

⑩産業機械
　製造業 5250人

⑪ 電 気・電 子
情報関連産
業

4700人

⑫自動車
　整備業 7000人

国土交通省が組織す
る協議会に参加し必
要な協力を行うこと
　　　　　　　　他

⑬航空業 2200人

⑭宿泊業 2万2000人
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特
集
　
改
正
入
管
法
　
新
在
留
資
格「
特
定
技
能
」の
ポ
イ
ン
ト
と
実
務

に
よ
っ
て
外
国
人
を
雇
用
し
た
い
事
業

主
は
、
両
方
の
試
験
に
合
格
し
た
外
国

人
の
採
用
を
内
定
し
た
う
え
で
、
雇
用

に
必
要
な
就
労
ビ
ザ
の
申
請
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、技
能
実
習
制
度2

＊

を
利
用
し
て
、

す
で
に「
技
能
実
習
２
号
」を
良
好
に
修

了
し
た
外
国
人
労
働
者
で
あ
れ
ば
、
前

述
の
特
定
技
能
１
号
評
価
試
験
と
日
本

語
能
力
試
験
が
免
除
さ
れ
、
修
了
し
た

業
務
の
範
囲
内
に
お
い
て
、「
特
定
技
能

１
号
」の
在
留
資
格
を
取
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

ま
た
、「
特
定
技
能
２
号
」に
関
し
て

は
、
図
表
‐
１
の
と
お
り
、
現
在
受
け

入
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
は
14
業
種
の
う

＊2 技能実習制度：外国の青年労働者を「技能実習生」として受け入れ、職業上の技術・技能・知識を働きながら修得、帰国後は修得した技術等を活かして母国の産業発
展を担う「人づくり」を目的とした制度。本制度に基づく在留資格は「技能実習＊号・2号・3号」の区分がある

図表‐2 「特定技能」の在留資格を持つ外国人が従事できる業務内容

産業分野 従事できる職務 「特定技能」取得に必要な外国人材の基準
※ 学歴不問　※ 18 歳以上であること

①建設業

型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネ
ル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・
電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ
/ 表装

●特定技能１号：
・「技能実習 2 号」を修了した日本在留中の外

国人または帰国済みの外国人　または
・分野ごとの特定技能１号評価試験に合格する

こと
・日本語能力判定試験（仮称）に合格すること
●特定技能２号：分野ごとの特定技能２号評

価試験等に合格すること
・班長等の監督者としての実務経験（１～３年

程度）
日本語試験はなし

②造船・
　舶用工業

溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気
機器組立

③介護業
身体介護のほか、これに付随する支援業務
※介護施設利用者の入浴・食事・排せつの介助・
機能訓練の補助やレクリエーションの実施等。訪
問介護サービス業務には従事できない

●特定技能１号：
・「技能実習 2 号」を修了した日本在留中の外

国人または帰国済みの外国人　または
・分野ごとの特定技能１号評価試験に合格する

こと
・日本語能力判定試験（仮称）に合格すること
●特定技能２号：当面受け入れ予定なし

④外食業 外食業全般（飲食物調理・接客・店舗管理）

⑤ビルクリー
ニング業 建築物内部の清掃

⑥農業
耕種農業全般（栽培管理・農産物の集出荷・
選別等）・畜産農業全般（飼養管理・畜産物の
集出荷・選別等）

⑦飲食料品
　製造業

飲食料品製造業全般（飲食料品〈酒類を除く〉
の製造・加工、安全衛生）

⑧素形材産業

鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プ
レス加工・仕上げ・工場板金・めっき・アル
ミニウム陽極酸化処理・機械検査・機械保全・
塗装・溶接

⑨漁業

漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探索、
漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、
漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等）
養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養殖
水産動植物の育成管理・収獲（穫）・処理、安
全衛生の確保等）

⑩自動車
　整備業

自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解
整備

⑪産業機械
　製造業

鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・塗装・鉄工・
工場板金・めっき・仕上げ・機械検査・機械
保全・工業包装・電子機器組立・電気機器組
立・プリント配線板製造・プラスチック成形・
金属プレス加工・溶接

⑫電気・電子情
報関連産業

機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・
仕上げ・機械保全・電子機器組立・電気機器
組立・プリント配線板製造・プラスチック成形・
塗装・溶接・工業包装

⑬航空業
空港グランドハンドリング（地上走行支援業
務・手荷物や貨物取扱業務等）・航空機整備（機
体・装備品等の整備業務等）

⑭宿泊業 フロント・企画・広報・接客・レストランサ
ービス等の宿泊サービスの提供

●特定技能１号：
・分野ごとの特定技能１号評価試験に合格する

こと
・日本語能力判定試験（仮称）に合格すること
●特定技能２号：当面受け入れ予定なし

9 りそなーれ 2019.79



　

特
集
　
改
正
入
管
法
　
新
在
留
資
格「
特
定
技
能
」の
ポ
イ
ン
ト
と
実
務

て
い
る
。
た
だ
し
、
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
な

ど
に
よ
り
、
自
社
に
よ
る
計
画
の
実
施

が
困
難
な
中
小
企
業
な
ど
の
場
合
は
、

今
回
の
改
正
入
管
法
で
新
設
さ
れ
た
登

録
支
援
機
関
に
そ
れ
ら
の
業
務
全
般
を

委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、

「
特
定
技
能
２
号
」に
関
し
て
は
、
こ
の

支
援
計
画
の
策
定
と
実
施
は
必
要
な
い

（
前
述
の
と
お
り
、
２
号
は
す
で
に
日
本

で
就
労
経
験
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し

て
い
る
た
め
）。

４
．
雇
用
主
の
支
援
計
画
を
実
施
す
る

登
録
支
援
機
関
と
は
？

　
「
特
定
技
能
１
号
」を
雇
い
入
れ
た
雇

用
主
は
、
彼
ら
に
対
し
て
入
社
後
、
以

下
の
よ
う
な
支
援
と
出
入
国
在
留
管
理

庁
な
ど
の
行
政
機
関
に
対
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
届
出
義
務
を
負
っ
て
い
る
。

【
例
】

①
生
活
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施

②
日
本
語
学
習
の
機
会
の
提
供

③
外
国
人
か
ら
の
相
談
・
苦
情
へ
の
対

応
④
雇
用
契
約
の
変
更
が
あ
る
場
合
は
出

入
国
在
留
管
理
庁
へ
の
届
出

⑤
支
援
計
画
の
変
更
が
あ
る
場
合
の
届

出
⑥
支
援
計
画
の
実
施
状
況
の
報
告　

等

　

登
録
支
援
機
関
と
は
、
以
上
の
よ
う

ち
、
建
設
業
と
造
船
・
舶
用
工
業
の
２

業
種
の
み
で
あ
り
、
こ
の
２
業
種
に
お

い
て「
特
定
技
能
２
号
」を
取
得
す
る
た

め
に
は
、
１
号
同
様
、
分
野
ご
と
の
特

定
技
能
２
号
評
価
試
験
の
合
格
と
、
併

せ
て
実
務
に
お
け
る
１
〜
３
年
程
度
の

監
督
者（
班
長
等
）と
し
て
の
職
務
経
験

も
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
２
号

の
場
合
は
基
本
的
に
す
で
に
日
本
で
就

労
経
験
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い

る
た
め
、
日
本
語
能
力
試
験
の
受
験
は

必
要
な
い
。

３
．
特
定
技
能
で
外
国
人
を
雇
用
す
る

事
業
主（
受
入
れ
機
関
）の
義
務

　
「
特
定
技
能
１
号
」の
外
国
人
労
働
者

を
雇
用
す
る
企
業
や
事
業
所
は
、
制
度

上「
受
入
れ
機
関
」と
呼
ば
れ
、
外
国
人

労
働
者
の
保
護
と
適
正
な
雇
用
管
理
が

義
務
化
さ
れ
て
い
る
。
雇
用
契
約
の
締

結
に
お
い
て
は
、
日
本
人
労
働
者
と
同

等
額
の
給
与
を
支
払
う
こ
と
や
、
外
国

人
労
働
者
が
一
時
帰
国
を
希
望
し
た
場

合
に
は
帰
国
休
暇
を
取
得
さ
せ
る
こ
と

な
ど
を
明
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る（
特

定
技
能
雇
用
契
約
の
締
結
）。

　

加
え
て「
特
定
技
能
１
号
」の
外
国
人

を
雇
用
す
る
事
業
所
に
は
、
労
働
者
保

護
の
た
め
に
１
号
特
定
技
能
外
国
人
支

援
計
画
の
策
定
と
実
施
が
義
務
化
さ
れ

な
支
援
や
届
出
全
般
に
つ
い
て
、
個
別

の
中
小
企
業
で
す
べ
て
を
実
施
す
る
こ

と
が
困
難
な
状
況
を
想
定
し
、
事
業
主

か
ら
委
託
を
受
け
、
こ
れ
ら
の
支
援
計

画
の
全
般
を
代
行
す
る
機
関
と
し
て
、

法
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に
設
置
さ
れ
た

機
関
で
あ
る
。

　

登
録
支
援
機
関
は
、
個
人
ま
た
は
団

体
い
ず
れ
で
も
な
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、

登
録
に
あ
た
り
、
出
入
国
在
留
管
理
庁

長
官
の
認
定
・
登
録
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
、
登
録
を
受
け
た
登
録
支
援
機
関

は
法
務
省
・
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト3
＊

に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
特
定

技
能
１
号
の
雇
い
入
れ
に
あ
た
っ
て
は
、

一
部
の
大
手
企
業
以
外
、
多
く
の
中
小

企
業
が
支
援
計
画
の
実
施
を
登
録
支
援

機
関
へ
委
託
す
る
の
が
現
実
的
だ
と
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
登
録
支
援
の
選

択
に
つ
い
て
は
、
出
入
国
在
留
管
理
庁

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業

分
野
を
所
轄
す
る
行
政
機
関
の
窓
口
な

ど
に
お
い
て
情
報
を
得
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

５
．
雇
用
主（
受
入
れ
機
関
）が
特
定
技

能
１
号
の
外
国
人
を
雇
い
入
れ
る

ま
で
の
フ
ロ
ー

　

以
下
は
、「
特
定
技
能
１
号
」で
外
国

人
労
働
者
を
雇
い
入
れ
よ
う
と
す
る
雇

用
主（
受
入
れ
機
関
）が
採
用
を
決
定

し
、
彼
ら
の
就
労
ビ
ザ
を
取
得
し
て
雇

用
を
開
始
す
る
ま
で
の
基
本
的
な
フ
ロ

ー
と
な
る
。
実
際
の
手
続
き
に
つ
い
て

は
一
部
順
番
が
前
後
す
る
と
こ
ろ
も
あ

り
、
特
定
技
能
１
号
の
採
用
を
検
討
す

る
雇
用
主
は
、
各
産
業
分
野
を
所
轄
す

る
行
政
機
関
や
出
入
国
在
留
管
理
庁
な

ど
の
関
係
機
関
へ
直
接
問
い
合
わ
せ
を

行
っ
た
う
え
で
手
続
き
を
進
め
て
ほ
し

い
。

①
受
入
れ
機
関
に
課
さ
れ
る
条
件（
図

表
‐
２
参
照
）を
確
認
、
要
件
を
満

た
す
手
続
き
を
行
う（
※
要
件
の
詳

細
は
、
法
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト＊

＊

記
載

の
各
所
轄
行
政
機
関
の
問
い
合
わ
せ

先
で
確
認
）

②
採
用
を
内
定
し
た
外
国
人
と
の
間
で

「
特
定
技
能
雇
用
契
約
」を
締
結
す
る

（
※
す
で
に
日
本
に
在
留
し
て
い
る

外
国
人
ま
た
は
、
現
在
は
海
外
に
い

る
外
国
人
い
ず
れ
と
も
締
結
可
能
）

③「
１
号
特
定
技
能
外
国
人
支
援
計
画
」

を
策
定
し
、
支
援
計
画
の
実
施
を
委

託
す
る
場
合
は
委
託
先
の「
登
録
支

援
機
関
」を
選
定
し
て
委
託
す
る

④
就
労
ビ
ザ
申
請
手
続
き
：
海
外
に
い

る
外
国
人
の
場
合
は「
在
留
資
格
認

定
証
明
書
交
付
申
請5
＊

」、
日
本
に
在

＊3 http://www.immi-moj.go.jp/
＊＊ 「新たな外国人材受入れ（在留資格「特定技能」の創設等）」（法務省） http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri0＊_00＊27.html

10りそなーれ 2019.7



特
集
　
改
正
入
管
法
　
新
在
留
資
格「
特
定
技
能
」の
ポ
イ
ン
ト
と
実
務

留
し
て
い
る
外
国
人
の
場
合
は「
在

留
資
格
変
更
許
可
申
請＊
＊

」を
所
轄
・

管
轄
の
出
入
国
在
留
管
理
局
に
対
し

て
行
う（
申
請
す
る
在
留
資
格
は「
特

定
技
能
１
号
」〈
※
い
ず
れ
の
場
合
も

許
可
が
さ
れ
れ
ば
、
外
国
人
を
雇
用

す
る
こ
と
が
可
能
。
入
社
後
も
引
き

続
き
、
法
定
の「
１
号
特
定
技
能
外

国
人
支
援
計
画
」を
適
正
に
実
施
す

る
義
務
が
あ
る
〉）

法
改
正
を
受
け
た

今
後
の
外
国
人
雇
用
の
課
題

　

現
在
、
日
本
で
働
く
外
国
人
労
働
者

は
毎
年
約
20
万
人
の
規
模
で
増
加
し
続

け
て
い
る
。
加
え
て
、
在
留
資
格「
特
定

技
能
」の
新
設
に
よ
っ
て
、
単
純
計
算
す

る
と
今
後
５
年
の
間
だ
け
み
て
も
、
さ

ら
に
１
２
0
万
人
以
上
の
外
国
人
労
働

者
が
増
え
る
見
込
み
だ
。

　

し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
受
け
入
れ
る

企
業
側
と
、
彼
ら
が
生
活
を
す
る
私
た

ち
日
本
社
会
に
お
い
て
、
十
分
な
受
け

入
れ
準
備
が
整
っ
て
い
る
と
は
い
い
難

い
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
ペ
ー
ス
で
増
え
て

い
く
外
国
人
労
働
者
と
共
生
し
て
い
く

た
め
に
、
労
働
現
場
で
あ
る
企
業
側
で

は
日
本
の
商
慣
習
や
日
本
語
教
育
、
生

活
基
盤
と
な
る
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、

帯
同
す
る
家
族
も
含
め
た
日
本
語
教
育

や
生
活
上
の
ル
ー
ル
を
理
解
し
て
も
ら

う
取
り
組
み
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ポ
ー

ト
が
必
要
に
な
る
。

　

一
方
、
大
量
の
外
国
人
を
受
け
入
れ

る
日
本
人
の
側
に
も
、
今
後
は
、
外
国

人
労
働
者
の
大
量
流
入
に
よ
る
、
治
安

や
将
来
の
雇
用
不
安
に
伴
う
賃
金
の
押

し
下
げ
、
健
康
保
険
や
年
金
な
ど
社
会

保
障
の
負
担
増
に
関
す
る
懸
念
が
生
じ

て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
問
題
や
懸
念
を
、
官
民
一

体
と
な
っ
て
取
り
除
く
努
力
を
重
ね
つ

つ
、
今
回
の
入
管
法
改
正
が
日
本
社
会

に
参
入
す
る
外
国
人
労
働
者
と
受
け
入

れ
る
日
本
人
双
方
に
よ
い
結
果
を
も
た

ら
す
よ
う
、
共
生
の
道
を
探
っ
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

＊5 在留資格認定証明書交付申請：海外にいる外国人を招へいして雇用するために必要な資格証明書の交付を所轄出入国在留管理局に申請すること。海外にいる外国
人を雇用しようとする日本国内の団体が申請代理人となり、就労ビザの取得について法務省の事前審査を受け、許可されると本証明書が発行される。本証明書が発行
された外国人は在外公館において日本入国に必要な査証（VISA）を受けることができる

＊＊ 在留資格変更許可申請:すでに日本に在留している外国人が、現在保持している在留資格から他の在留資格に変更するため、管轄の出入国在留管理局に対して行う
許可申請。「特定技能＊号」に変更する場合は「技能実習2号」または「留学」などの在留資格から変更する事案が考えられる

若松絵里（わかまつ・えり）
若松絵里社労士・行政書士事務所代表

法務省届出済申請取次行政書士・外国人技能実習監理
責任者・社会保険労務士。2005年（平成17）に「若松絵
里社労士・行政書士事務所」を開設。主な取扱業務は外
国人の就労ビザ申請など入国管理業務・就業規則ほか社
内規程の作成・英文翻訳業務など。著書に『中小企業のた
めの外国人雇用マニュアル』ほか、外国人雇用に関する
寄稿記事多数。URL: http://www.eriw-office.com/

＜特集＞
メコン経済圏大躍進
Part1　タイ・プラス・ワンの事業イニシアチブ（仮）
Part2　ミャンマー・ライジングビジネス最前線（仮）
東南アジアにおいて存在感を大きく増してきているメコ
ン経済圏。その実態を、CLMV（カンボジア・ラオス・ミャ
ンマー・ベトナム）諸国に進出している日系企業の現状お
よび事業戦略をもとに、ラストフロンティアとして注目され
るミャンマービジネスの最前線に迫ります。

次号
予告

　国際競争力ランキング「Innovation分野」
において10年以上上位を誇る「フィンラン
ド」と「電子政府」で著名な「エストニア」のス
タートアップ企業を視察します。それら企業
によるイノベーションの分野は、次世代モビ
リティの「MaaS」、スマートシティを支える
「顔認証キャッシュレス」など幅広く、日本企
業のビジネスチャンスを探るうえでも大変参
考になるものです。奮ってご参加ください。

●視察期間：2019年8月25日（日）～8月30日（金）
〔４泊６日〕

●参加費用：お一人様69万8000円（一人一部屋利
用、エコノミークラス利用）

●添乗員：1名随行。事務局としてりそな総研社員
が２名同行します。

●募集人員：30名（りそな総研会員限定）
●最少催行人員：15名
●募集締切：2019年7月10日（水）

※ただし、募集人員に達し次第、締切とさせてい
ただきます。

●食事条件：朝4回、昼4回、夕4回
●お問い合わせ先：りそな総合研究所 会員・研修事

業部企画担当／森田・小林・深石
　TEL 03-5653-3735

りそな総研主催

 「北欧スタート
  アップ企業」

視察研修のご案内
デジタル時代のスマート国家「フィンラ
ンド」「エストニア」のスタートアップに
“近未来”を体感する

募集締め切り迫る！
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